
平成２９年１１月７日
土地・建設産業局建設業課

「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました
～施工技術の向上を図るための技術検定制度の見直し～

建設業者における施工技術の向上を図るため、技術検定の種目の新設、既存の技術検定

の一部見直し等を行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されま

した。

１．背景

近年の情報通信分野における著しい技術進歩に加え、工事の施工管理においても高度な知

識、技術等が求められている電気通信工事については、施工管理に従事する技術者の育成・確

保を図る必要があります。

また、建築施工管理に係る２級の技術検定については、３つの専門種別（建築、躯体及び

仕上げ）ごとに実施していますが、工法等の変化によって求められている知識が共通化してい

ることや、合格した学科試験の種別と就職先の専門分野が異なる場合に再受験の必要が生じて

いるため、学科試験の種別を廃止し、共通試験として実施する必要があります。

２．政令改正の概要

（１）電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

技術検定の種目として「電気通信工事施工管理」を新設し、対象とする技術を「電気通

信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質

管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術」とします。

（２）建築施工管理に係る２級の技術検定の学科試験の種別廃止

建築施工管理に係る２級の技術検定のうち、学科試験については平成３０年度より、種

別を廃止して共通試験として実施します。

３．スケジュール

・閣 議 日：平成２９年１１月 ７日（火）

・公 布 日：平成２９年１１月１０日（金）

・施 行 日：平成２９年１１月１０日（金）

【問い合わせ先】

国土交通省土地・建設産業局建設業課（代表電話：03-5253-8111）

夜間直通：03-5253-8277 ＦＡＸ：03-5253-1553

＜法制度全般について＞ 企画専門官 嶋川（内線24-710）法規係長 近本（内線24-754）

＜技術検定制度について＞ 技術検定係長 高木（内線24-744）


